
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先 あり

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

（実施なし）

（実施なし）

―

個人情報ファイルの種別

法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第２１条第７項に該当

するファイル

あり

長期優良住宅認定申請書を提出した者（平成28年度以降）

提出された長期優良住宅認定申請書

含まない

岐阜県都市建築部住宅課

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

各務原市都市建設部建築指導課

〒504-8555　岐阜県各務原市那加桜町1丁目69
番地

１氏名、２住所

個人情報ファイル簿

長期優良住宅認定台帳

各務原市長

都市建設部建築指導課

長期優良住宅審査事務における申請の検索を容易にするため
に利用する。



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　考 ―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例に規定なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先 あり

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

１氏名、２住所

個人情報ファイル簿

木造住宅耐震診断事業台帳

各務原市長

都市建設部建築指導課

木造住宅耐震診断事業における申請の検索を容易にするため
に利用する。

木造住宅耐震診断事業に申し込みをした者（平成14年度以
降）

提出された木造住宅耐震診断事業申込書

含まない

一般社団法人　岐阜県建築士事務所協会

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

各務原市都市建設部建築指導課

〒504-8555　岐阜県各務原市那加桜町1丁目69
番地

―

個人情報ファイルの種別

法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第２１条第７項に該当

するファイル

あり

（実施なし）

（実施なし）



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　考 ―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例に規定なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先 ―

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

１氏名、２住所、３電話番号

個人情報ファイル簿

建築計画概要書検索システム

各務原市長

都市建設部建築指導課

建築計画概要書の検索を容易にするために使用する。

確認申請を提出した者（昭和42年度以降）

提出された建築計画概要書

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

各務原市都市建設部建築指導課

〒504-8555　岐阜県各務原市那加桜町1丁目69
番地

―

個人情報ファイルの種別

法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第２１条第７項に該当

するファイル

あり

（実施なし）

（実施なし）



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　考 ―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例に規定なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先 ―

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

１氏名、２住所、３電話番号

個人情報ファイル簿

民間確認台帳

各務原市長

都市建設部建築指導課

民間確認審査機関に提出があった確認申請の検索を容易にす
るために使用する。

民間確認審査機関に確認申請を提出した者（平成12年以降）

提出された建築計画概要書

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

各務原市都市建設部建築指導課

〒504-8555　岐阜県各務原市那加桜町1丁目69
番地

―

個人情報ファイルの種別

法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第２１条第７項に該当

するファイル

あり

（実施なし）

（実施なし）



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　考 ―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例に規定なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先 あり

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

1.氏名、2.生年月日、3.性別、4.住所、5.電話番号、6.生保
世帯有無、7.総所得、8.口座番号、9.住宅使用料調定収納状
況、10.敷金収納額、11.駐車場区画番号、12.入居者使用車
両番号、13.業務日報

個人情報ファイル簿

市営住宅管理システム

各務原市長

都市建設部建築指導課

市営住宅入居者の個人情報及び住宅使用料収納管理の為に利用する。

市営住宅入居申込書・請書・緊急連絡人届出書を提出した者あ
るいは当書面に記載された者（昭和44年以降）

提出された市営住宅入居申込書・請書・緊急連絡人届出書及びその他
必要書類（住民票、所得証明書、運転免許証の写し等）

含む

株式会社アイネス

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

各務原市都市建設部建築指導課

〒504-8555　岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地

―

個人情報ファイルの種別

法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第２１条第７項に該当

するファイル

なし

（実施なし）

（実施なし）



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　考 ―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例に規定なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先 ―

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

1.氏名、2.生年月日、3.性別、4.住所、5.電話番号、6.総所
得、7.敷金収納額、8.駐車場区画番号、9.入居者使用車両番
号　10.運転免許証番号　11.個人番号　12.旅券番号

個人情報ファイル簿

市営住宅入居者ファイル

各務原市長

都市建設部建築指導課

市営住宅入居者の個人情報管理の為に利用する。

市営住宅入居申込書・請書・緊急連絡人届出書を提出した者あ
るいは当書面に記載された者（昭和44年以降）

提出された市営住宅入居申込書・請書・緊急連絡人届出書及びその他
必要書類（住民票、所得証明書、運転免許証の写し等）

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

各務原市都市建設部建築指導課

〒504-8555　岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地

―

個人情報ファイルの種別

□法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第２１条第７項に該当

するファイル

（実施なし）

（実施なし）



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　考 －

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例に規定なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先 あり

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

１住所、２氏名、３電話番号、４広告物設置場所、５手数料
金額、６住宅地図、７広告物写真、８業務記録

個人情報ファイル簿

屋外広告物管理システム

各務原市長

都市建設部建築指導課

屋外広告物に関係する個人情報管理の為に利用する。

屋外広告物許可申請書・屋外広告物申請者（管理者）変更届を提出し
た者あるいは当書面に記載された者（平成18年以降）

提出された屋外広告物許可申請書・屋外広告物申請者（管理者）変更
届及びその他添付書類（委任状・設計図等）

含まない

株式会社テイコク

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

各務原市都市建設部建築指導課

〒504-8555　岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地

―

個人情報ファイルの種別

法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第２１条第７項に該当

するファイル

なし

（実施なし）

（実施なし）



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　考 －

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例に規定なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先 あり

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

１住所、２氏名、３電話番号、４広告物設置場所、５手数料
金額、７住宅地図、８広告物写真

個人情報ファイル簿

屋外広告物許可申請書

各務原市長

都市建設部建築指導課

屋外広告物の設置許可申請と許可審査のために利用する。

屋外広告物許可申請書、屋外広告物申請者（管理者）変更届、屋外広告物改修・移転・除却
届を提出した者あるいは当書面に記載された者（平成18年以降）

提出された屋外広告物許可申請書、屋外広告物申請者（管理者）変更届、屋外広告物改修・
移転・除却届及びその他添付書類（委任状・設計図等）

含まない

株式会社テイコク

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

各務原市都市建設部建築指導課

〒504-8555　岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地

―

個人情報ファイルの種別

□法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第２１条第７項に該当

するファイル

（実施なし）

（実施なし）



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　考 －

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例に規定なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先 ―

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

１住所、２氏名、３電話番号、４行為の場所

個人情報ファイル簿

行為届出書入力システム

各務原市長

都市建設部建築指導課

重点風景地区・風景区域における行為届出書の個人情報管理の為に利
用する。

重点風景地区における行為届出書・風景区域における行為届出書を提
出した者あるいは当書面に記載された者（平成18年以降）

重点風景地区における行為届出書・風景区域における行為届出書及び
その他必要書類（位置図等）

含まない

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

各務原市都市建設部建築指導課

〒504-8555　岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地

―

個人情報ファイルの種別

法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）政令第２１条第７項に該当

するファイル

なし

（実施なし）

（実施なし）



行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　考 －

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（条例に規定なし）


